
 

（様式2） 

教育委員会（議案･報告）第 10号 

（所 管）教職員人事部  教職員企画課 

件  名 堺市立学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則について 

提 案 理 由 
堺市立学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則を制定するため、本件

を提出するものである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

1 制定の趣旨 

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成28年条例第49条。以下

「条例」という。）第2条の職員に係る管理職員特別勤務手当について、条

例第19条において準用する堺市職員の給与に関する条例（昭和29年条例第6

号）第21条の3の規定及び堺市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

（平成11年規則第5号）を根拠に支給していたが、市長事務部局の管理職員

に対する処遇改善に加えて、教育委員会においては、修学旅行、林間学校、

臨海学校その他学校が計画し、かつ実施する行事において、児童又は生徒を

引率して行う指導の業務も支給対象とするため、新たに教育委員会規則を制

定するものであること 

2 制定の内容 

  管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項を規定するもの 

(1) 臨時又は緊急の必要等により従事した業務に関する事項 

(2) 管理職員特別勤務手当の額等に関する事項 

3 施行期日 

令和8年4月1日から施行するものであること。 

備 考 
 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

☑ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

□ その他（                         ） 

 



 

議案第 10号                              

 

 

 

 

 

堺市立学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の制定について 

 

 

 

   堺市立学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の制定について、次のとおり 

議決する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 8 年 3 月 2 7 日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教育長  関  百合子 
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堺市立学校職員の管理職員特別勤務手当に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４ 

９号。以下「条例」という。）第１９条において読み替えて準用する堺市職員の給与に

関する条例（昭和２９年条例第６号。以下「準用職員給与条例」という。）第２１条の

３の規定に基づき、条例第２条第１項に規定する職員（以下単に「職員」という。）の

管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定める。 

 （臨時又は緊急の必要等により従事した業務） 

第２条 準用職員給与条例第２１条の３第１項の教育委員会規則で定める業務は、次に掲

げる事務等で教育委員会が認めるものとする。 

 (1) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）に基づく選挙、最高裁判所裁判官国民審

査法（昭和２２年法律第１３６号）に基づく国民審査又は日本国憲法の改正手続に関

する法律（平成１９年法律第５１号）に基づく国民投票（以下「選挙等」という。）

における選挙等の前日、当日又は翌日に行う選挙等に係る事務（期日前投票事務及び

不在者投票事務を除く。） 

 (2) 選挙等における期日前投票事務及び不在者投票事務 

 (3) 本市の区域内又はその周辺地域において発生し、又は発生するおそれのある危機事

象に対応する業務及び市長が指定する災害の被災地での救助活動、消防活動その他の

人的援助に係る業務 

 (4) 次に掲げるものに係る業務 

  ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１７条の２第１項の規定による競

争試験及び選考 

  イ 地方公務員法第２２条の２の規定による競争試験及び選考 

  ウ 教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１１条又は第１５条の規定による

採用のための選考 

  エ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８

号）第３条第１項又は第２項の規定による選考 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要がある業務のうち教育委員会が定

める業務 

２ 準用職員給与条例第２１条の３第２項の教育委員会規則で定める業務は、次の各号に

掲げる事務等で教育委員会が認めるものとする。 

(1) 前項各号に掲げる業務 
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(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等（学校が計画し、かつ、実施するものに限る。）

において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの 

 （管理職員特別勤務手当の額等） 

第３条 準用職員給与条例第２１条の３第３項の教育委員会規則で定める勤務は、同条第

１項に規定する勤務に従事した時間が６時間を超える場合の勤務とする。 

２ 準用職員給与条例第２１条の３第３項第１号の教育委員会規則で定める額は、１０，

０００円（定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２

条の５第１項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）にあっては、９，００

０円）とする。 

３ 準用職員給与条例第２１条の３第３項第２号の教育委員会規則で定める額は、５，０

００円（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、４，５００円）とする。 

４ 準用職員給与条例第２１条の３第１項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第

２項の規定による勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職

員特別勤務手当を支給しない。 

５ 準用職員給与条例第２１条の３第２項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第

１項の規定による勤務をした場合は、教育委員会が別に定める基準により、同項又は同

条第２項の規定による管理職員特別勤務手当のうち、そのいずれかを支給し、他は支給

しない。 

 （補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項

は、教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （６０歳に達した職員の管理職員特別勤務手当に係る額の特例） 

２ 条例附則第７項の規定の適用を受ける職員に対する第３条第２項及び第３項の規定の

適用については、当分の間、同条第２項中「１０，０００円（定年前再任用短時間勤務

職員（地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用され

た職員をいう。以下同じ。）にあっては、９，０００円）」とあるのは「７，０００

円」と、同条第３項中「５，０００円（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、４，

５００円）」とあるのは「３，５００円」とする。 

 （暫定再任用職員に関する経過措置） 

３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項又は

第２項の規定により採用された職員は、第３条第２項に規定する定年前再任用短時間勤

務職員とみなして、第３条第２項及び第３項の規定を適用する。 
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